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令和７年 築上町教育委員会（１０月定例会）議事録 

 

１．日 時  令和７年１０月２３日（火） 午前９時開会 

 

２．場 所  築上町役場 議会委員会室 

 

３．出 席 委 員  折本 美佐子 委員、小林 正尚 委員、 

鱒渕  委員、久保 ひろみ 教育長 

  

４．欠 席 委 員  麥田 猛美 教育長職務代理者 

  

５．傍 聴 者  な し 

  

６．事務局出席者  則松 裕司 学校教育課長、種子 祐彦 生涯学習課長、 

樽本 知也 教育施設整備室長、濱田 健太郎 学校教育課参事、 

脇山 千賀子 生涯学習課参事、中原 寿浩 学校教育課課長補佐、 

藤江 崇 教育施設整備室課長補佐、野村 仁資 スポーツ振興係長、 

宮内 智久 指導主事、寺門 東 指導主事、上原 泰 指導主事 

 

７．会議内容 

（１）開 会 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、定刻になりましたので、築上町教育委員会令和７年

１０月定例会を開会いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、定例会に御出席をいただきまして誠にありがと

うございます。 

 本日は、報告事項が５件、議案が４件でございます。 

 それでは、本日の会議の議事録署名人を、会議規則第１１条第２項の規定により、折本委員を

議事録署名人に指名します。 

 それでは、本日の会議次第を御覧ください。 

 委員の皆様にお諮りします。報告２、福岡県教職員組合地区築上豊前支部からの申し入れにつ

いては、教職員の個人情報が含まれますので非公開にしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○教育長（久保 ひろみ君）  異議ないものと認めます。 

 なお、非公開案件につきましては、 公開案件の終了後に報告をさせていただきます。 

（２）前回議事録の承認 

○教育長（久保 ひろみ君）  では、２点目の前回議事録の承認でございます。事務局からお願い

します。 

○学校教育課長（則松 裕司君）  おはようございます。学校教育課の則松でございます。前々回

の議事録、整理が遅くなり、御迷惑をおかけして大変申し訳ありません。 

 前々回、８月２７日開催の８月臨時会と、前回９月２５日開催の９月定例会の議事録を、タブ

レットの共有フォルダにアップして、確認をお願いしておりました。内容についてはいかがでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ただいま、事務局から前回、前々回の議事録についての報告がござ

いました。承認してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  異議なしと認めます。前回、前々回議事録は承認されました。 

（３）教育長報告 

報告１ 教育長会議報告ほか 

○教育長（久保 ひろみ君）  続いて、教育長報告に移ります。 

 まず、前回の教育委員会以降ですけれども、１０月になりまして、小学校８校の運動会がござ

いました。１０月４日、１０月１８日に開催されました。１校だけ、上城井だけは１０月５日に

実施ということで、どの学校もとても子どもたち、先生方も頑張ったよい運動会だったのではな

かったかと思います。 

 委員の皆様方には御出席いただき本当にありがとうございました。それから、その後、今月は、

築城中学校校区の要請学校訪問がありまして、築城中学校、上城井、そして下城井、そしてこの

後、築城小学校の要請学校訪問があります。 

 この学校訪問では、中学校校区で目指す子ども像を共有しながら、授業実践を行っていくとい

うタイプの要請学校訪問でして、どの学校も中学校校区で育てる子ども像を共有しながら、授業

実践を行って、かなりの成果が出ているのではないかということです。事務所のほうからも適切

な御指導をいただいて、さらに進めていけるのではないかと思っているところでございます。 

 それから、１０月の１１日から１２日にかけまして、スポーツフェスタ２０２５ということで、

ミニオリンピック等々がありまして、町民の方々、多くの方々が参加してくれる会ができました。 

 また、昨日になりますけれども、生涯学習課のほうが主幹しておりますけれども、ブラインド

サッカーということで、パラリンピックの選手ですかね、その方が来てくれて、ブラインドサッ



- 3 - 

カーをしたところです。 

 これは非常に子どもたちにとって、特に障がいとかいうことを学ぶんですけれども、３、４年

生では、総合的な学習の時間等で、福祉教育をするんですが、それに加えて、やはりパラリンピ

ックで頑張った選手の活動を見てもらうということで、非常に偏った見方ではなくて、いろんな

子どもたち、人がいるんだ、そしてすごい力を持っているんだということを気付いていただく授

業にしていますので、本当に子どもたちがすごいなというのを言っていました。そういうところ

が私、この授業のいいところではないかなと思っております。 

 以上がこれまでの報告になります。 

 また、フォルダのほうには教育長会議の資料を入れております。今回はあまり多くありません

けれども、特に説明するような内容ではございませんでしたので、御覧になられて、また質問等

があれば出していただければと思います。 

 以上、教育長の報告でございます。 

 質問はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  ありがとうございます。 

（４）事務局報告 

報告３ 学校教育課報告 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは続いて、報告３、学校教育課報告について、事務局から報

告をお願いします。 

○学校教育課長（則松 裕司君）  学校教育課の則松でございます。 

 学校教育課からは大きく３点あります。 

 まず、皆さん御心配されておりました、椎田地区の小中一体型校の建設が始まりまして、

１０月１５日の日に椎田中学校で起工式が行われております。これに先立ちまして、１０月

１４日の日に、椎田中学校の保護者と学校運営協議会の委員を対象に、新しい学校の建設につい

ての説明会を開催しております。保護者、ＣＳの委員約３０名が出席し、教育委員会から工事の

スケジュールや、工事によって支障をきたす教育活動とその対策について説明をしております。 

 参加者から出た意見としては、工事期間中、部活動の活動とか練習場所とかですね、そういっ

たことについての質問が多くありました。それから、通学時の安全対策はどうなっているのかと

いう質問がありまして、こちらから御説明を申し上げております。 

 やっぱり工事によって、今グラウンドの大部分が使えない状態になっているので、出席者も、

グラウンドを使用する運動部、野球部が主ですが、陸上のほうが何人かいらっしゃったという状

況であります。 
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 工事期間の練習場所として、教育委員会では当初、サンスポグラウンドの野球場を中心に考え

ておりましたが、築上西高の御協力によりまして、現在、西高のグラウンドを使用させてもらえ

ることになり、今時点、西高の教育活動に支障のない範囲で、使用させていただいております。 

 西高のグラウンドの練習については、当面は今年度の使用ということになっておりますが、次

年度以降も引き続き、西高の教育活動に支障のない範囲で、使用させてもらえるように協議を進

めてまいりたいと思います。 

 また、工事期間中の教育活動については、どうしても工事しているので、今までどおりという

わけにはまいりませんが、極力支障が出ないような形で、教育委員会として対応していきたいと

いうふうに考えております。 

 ２点目ですが、椎田地区小中一体型校の住民向けの説明会を、１２月５日金曜日と６日土曜日

に、役場１階の住民プラザで開催いたします。開始時間は、５日が１８時３０分から、６日が午

前１０時から開催となっております。 

 内容については、建築のスケジュールや建物のイメージ、保護者説明会とかぶる部分もあるの

ですが、そういったものを予定しておりまして、広報ちくじょう１１月号にこちらについては掲

載予定となっております。また、同じ日に、ホームページでお知らせ等も行ってまいります。保

護者については、すぐーるで説明会については配信してまいりたいと考えております。住民説明

会の概要については、また次回の教育委員会で御説明したいというふうに考えております。 

 ３点目は、児童生徒用のタブレット端末の購入でございます。 

 既に町の学校訪問のときに、各学校で中原補佐のほうから説明があっておりましたが、今年度、

児童生徒が使用しているタブレット端末の更新を行います。納入業者との契約が終わりまして、

契約金額が６,０００万円超ということで、７００万円を超えるため、議会の承認が必要となり

まして、契約議案を１２月議会に提案予定となっております。 

 契約議案については、またいつもどおり町長から教育委員会に意見照会がありますので、詳細

な内容についてはまたそのとき、御説明申し上げたいというふうに考えております。 

 学校教育課からは以上でございます。 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、ただいま学校教育課のほうから、部活動ですね、工事に

係る部活動の場所変更等の件、それから住民説明会の件、それからタブレット端末の移行ですね、

この件について説明ございましたが、質問はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、次に進みたいと思います。 

報告４ 生涯学習課報告 

○教育長（久保 ひろみ君）  続いて報告４、生涯学習課報告について事務局からお願いいたしま
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す。 

○生涯学習課長（種子 祐彦君）  おはようございます。生涯学習課種子です。生涯学習課からは

大きく２点御報告があります。 

 １点目につきましては、先ほど学校教育課長のほうから説明されましたとおり、中学校保護者

者に対する説明会の際に、先ほど部活動に関してのどういった動きになるかという質問があり、

サンスポのグラウンドの使用についての御質問がありました。 

 サンスポのグラウンドにつきましては学校行事としての利用につきましては当然無料となって

おりますということを御説明させていただいたところです。 

 ２点目といたしましては、お手元に配付されました資料にありますとおり、図書館の今後につ

いてでございます。詳しい内容につきましては担当のほうから御説明させていただきます。 

○生涯学習課参事（脇山 千賀子君）  おはようございます。生涯学習課図書館係の脇山です。私

からは、築上町図書館の今後のスケジュールについてと、第３次築上町子ども読書活動推進計画

策定について御報告させていただきます。 

 ９月２２日の竣工検査を終え、引渡し後、９月２４、２５日に無事、引越し作業が終わりまし

た。現在約８万冊の本の配架作業をしているところです。まだ作業の途中ではございますが、本

日定例会終了後に教育委員の皆様にも築きのもりにお越しいただき、御覧いただけたらと思いま

す。 

 それでは本日お配りしました、築上町図書館、築きのもり、今後の予定について御説明いたし

ます。表の一番上ですね、１０月７日火曜日からルーバーと庭園の樹木のライトアップを始めま

した。点灯時間については、現在夜の８時半までとしておりますが、９時までに延長する予定で

す。 

 そして次ですね、本日１０月２３日の夕方のＮＨＫのニュース番組、ニュースブリッジ北九州

で築上町図書館が紹介される予定です。ぜひ御覧いただければと思います。 

 そして、１０月２９日水曜日は消防の避難訓練の予定で、２階から火が出たという想定で職員

が参加して消防署の指導を受けながら、通報や消火器の使い方を教わる予定です。 

 １１月１１日、火曜日に福岡県立築城特別支援学校の生徒さんが図書館職員に名札のストラッ

プを作ってくれたということで、図書館にて贈呈式を行う予定です。翌日１１月１２日水曜日、

開館直前にはなりますが、図書館の内覧会を行う予定です。教育委員さんをはじめ、町議会議員

や町内各小中学校、福岡県立築城特別支援学校、築上西高等学校の校長先生やボランティア団体

の代表者をお招きする予定です。時間ごとにグループに分けて図書館の職員が各フロアを御案内

いたします。この内覧会の御案内については、１１月に入ってからお送りすることとしておりま

す。 
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 続きまして、１１月２２日土曜日、いよいよ図書館のオープンとなります。午前中の福岡県植

樹祭の終了後、１２時３０分より築上町図書館開館記念式典を開催します。会場は築上町図書館

に軒下、カフェとの間に特設会場を設け開催する予定です。 

 来賓祝辞、隈研吾氏のメッセージをいただき、冨永裕輔さんの「築上の風」の歌唱披露してい

ただいた後、テープカットをし、開館という形になります。利用者の皆様には２時からの入場を

予定しております。 

 そして、招待状についてですが、つい先日、２０日の日に送付いたしましたので、教育委員の

皆様もお手元に届いている頃かと存じます。 

 なお、２２日は午後２時半から絵本作家、宮西達也さんの講演会、そして３階の多目的ホール

では、福岡県立築城特別支援学校の児童生徒さんの作品展等を行う予定です。 

 １１月３０日までの土日祝日のイベントは、本日お手元にお配りしました資料のとおりです。

なお、この資料は１１月の広報誌に折り込みとして入れる予定となっております。 

 表の最後になりますが、１１月３０日は航空自衛隊築城基地で航空祭が開催されることから、

開館時間を午後１時からに変更する予定です。それに合わせて閉館は午後８時と考えております。 

 また、お配りした資料には記載しておりませんが、開館後、年内に町内の小学生全員を招待し

て、新図書館の見学及び利用の仕方について案内をする予定です。現在、日程等を調整しており

ます。 

 今後のスケジュールについては以上です。 

 もう一点、報告事項です。 

 令和３年３月に策定した第２次築上町子ども読書活動推進計画から５年が経過し、今年度、見

直しの時期となっております。つきましては、築上町子ども読書活動推進計画策定要綱に基づき、

委員５名に委嘱をし、第３次築上町子ども読書活動推進計画を策定する予定ですので、併せて報

告いたします。 

 図書館係からは以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  お願いします。 

○生涯学習課長（種子 祐彦君）  生涯学習課種子です。追加の御報告がございます。２点ほどご

ざいます。 

 １点目について、行橋法人会さんのほうから文化財に関する掲示看板の寄贈をいただいており

ます。内容につきましては、中津街道関係の文化財法係の馬場補佐のほうが作成し、その案内板

を同じ図書館の敷地内に設置しております。贈呈式というか、落成式は１１月３日の１０時から

予定しております。 

 もう１点、１１月２２日、図書館開館記念に先立ちまして、県の植樹祭が実施されます。植樹
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祭に際して、県のほうから藏内邸の分に対しても植樹のほうを行いたいという申出があり、それ

を実施する形になっております。 

 植樹祭の前なので朝の９時ぐらいから、これはもう教育委員会と執行部と来賓等々で、簡易的

な式典になるとは思いますが、そういったイベントがございますので、一応御報告までさせてい

ただきます。 

 以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ありがとうございます。生涯学習課のほうから、新しい小中コミュ

ニティ一体型校の建設に係るグラウンド、使えないときにサンスポのグラウンドを使用するとい

う件、それから図書館のほうからは、ここに今後の予定ということで、開館までのスケジュール

等が示されました。また、子ども読書活動推進計画の策定に係る説明があったところです。 

 そして、図書館の敷地の中に、雨宮先生の像がある横のところに掲示看板が立っていまして、

中津街道椎田宿の説明看板です。これについての序幕式というか、セレモニーを１１月３日

１０時からするということ。 

 それから、植樹祭の日、実は本当に朝から大きな行事が３つあることになります。 

 ９時からは旧藏内邸の植樹祭、そして１０時からは本体の図書館での植樹祭、１２時半からは

今度、図書館のグランドオープンということになっておりますので、御案内はそれぞれしている

と思いますけれども、流れとしてはそのようになるという説明でございました。 

 この件について御質問ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、続いて進めていきたいと思っております。 

報告５ 指導主事報告 

○教育長（久保 ひろみ君）  報告５、指導主事の報告をお願いします。 

○指導主事（上原 泰君）  学校教育課指導主事の上原でございます。 

 ３次指導指示報告のフォルダの中の「生徒指導」のフォルダをお開けください。 

 そこには５点、資料等がアップされておりますが、０１と０２については後ほど御覧いただき

たいと思っています。 

 まず、０３の不登校兆候９月という資料を御覧いただきたいと思っております。 

 この資料の表を見ますと、不登校兆候の児童生徒に関して、新規で小学校のほうで６名追加と

いうことになっております。一方で、小学校のほうで、復帰ということで、今回初めて２名復帰

したという報告も受けておりますので、粘り強い取組はなされています。 

 次に、０４不登校の資料を御覧ください。 

 こちらでは、小学校２名、中学校３名が不登校兆候から不登校へ移行しております。それぞれ
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の欠席の日数は様々でございますが、先日も小学校の運動会の参加をさせていただきましたが、

兆候の生徒等、頑張って参加している姿も見られましたので、これからも学校と教育委員会と、

あおぞら教室と連携を継続していきたいと思っております。 

 続きまして、グラフ資料というものをお開けください。 

 これは、今回、令和７年度がちょうど９月まで過ぎまして、半分を過ぎて折り返しになったと

いうことで、今までの状況をグラフ化したものです。不登校と不登校兆候の児童生徒数の割合は

ほぼ同じということと、２番目のグラフを見ていただきたいのですけども、小学校と中学校で少

し傾向が変わっております。２番目のグラフでは、小学校では不登校児童生徒数に対して、兆候

の児童生徒数が約２倍となっていて、不登校兆候という形で内容が分かるということになります。

一方、中学校では傾向が逆転しておりまして、兆候生徒数に対して不登校生徒数が４倍以上とな

っています。中学校では残念ながら、不登校という形で３０日を超えている生徒が複数存在する

ということになっております。 

 実はこういう状況を受けて、今回２学期に入りまして、今年度２回目の小中学校の訪問を指導

主事とあおぞら教室の指導員で行わせていただいております。 

 １０月１４日から１０月２７日までのスケジュールで実施をしておりますが、主に中学校では

３年生の生徒に対しての進路をどうするのか、どのように担任を中心にして家庭や本人と話をし

ているのかということを聞き取りを行い、引き続き支援をお願いしたいということでお話をさせ

ていただいております。 

 一方、小学校のほうは、先ほどのグラフにもありましたように、不登校兆候で留まっている児

童がかなりいますので、引き続き取組をしていただきたいということと、小学校と中学校が学校

の文化が異なりますので、特に６年生を中心に小学校から中学校への確実な引継ぎ、取組等を含

めて、中学校のビジョン等も少しずつイメージを持っていただきながら、引継ぎをよろしくお願

いしますということで、今回お話をさせていただいております。 

 あと、１１月１７日に本年度２回目の不登校対策連絡協議会の開催を予定しております。ここ

では、各学校の校長のほうから、不登校対策についての取組の現状、今後の方向性等を説明して

いただく機会を設定しておりますので、そこで情報交換をして、町としてもこの問題について引

き続き取り組んでいきたいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○教育長（久保 ひろみ君）  お願いします。 

○指導主事（宮内 智久君）  指導主事の宮内でございます。私のほうからは、小学校の標準服に

ついてお知らせいたします。標準服に関しましては、教育委員会が直接関わることではないので

すけども、報告がありましたのでお伝えしたいと思いますし、また教育委員さんの方もいろいろ
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な方から聞かれるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 昨年度、中学校におきまして、令和８年度導入の制服について検討委員会を立ち上げ、導入す

るということが決定したと報告しておりますけれども、小学校におきましても、小中一貫教育の

観点、それから、昨今の物価上昇で保護者の経費負担ということで、標準服を導入したらどうか

ということで、築上町立小学校標準服検討委員会を立ち上げ、昨日、第２回目が行われ、導入す

るということが決定したということです。 

 検討委員会のメンバーに関しましては、小学校の校長、それから保護者代表、教職員代表等が

入って検討していったということであります。こちらにサンプルをお見せしておりますけど、小

学校から中学校までの９年間を通して連続して着ていける、小学校１年生が中３まで着れるわけ

ではないのですけれども、３回ぐらいの買い直しで対応できるのではないかという仕様は同じで

す。 

 ただ、下のシャツに関しましては、小学校はポロシャツ、ネクタイ、リボンは付けない。それ

から下のほうのボトムに関しましては、ズボンまたはスカートを洗濯できるようにするというこ

とと、それから柄も今チェックですけど、中学校様式なんですが、ほかにも無地の紺色とか、そ

ういうことも選べるようにしていこうということで、令和９年度を目標にこれからさらに進めて

いくという報告がありましたので、お知らせをしておきたいと思います。 

 なお、後で議題があると思いますけど、これにふさわしいものを、どこに校章とかをつけるか

については、今後検討していかなくてはいけないということでしたので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ありがとうございました。ただいま報告５として、指導主事のほう

から生徒指導、それから小学校の標準服についての報告がございました。 

 御質問はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  いいですか。ありがとうございます。 

（５）議事 

議案第３８号 築上町いじめ防止基本方針の改定について 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは議事に入りたいと思います。 

 議案資料フォルダを御覧ください。 

 続きまして、議案第３８号築上町いじめ防止基本方針の改定についてを議題とします。 

 では、事務局から説明をお願いします。 

○学校教育課長（則松 裕司君）  学校教育課の則松でございます。資料については、議案第
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３８号フォルダの中にＰＤＦファイルが１つありますので、こちらを御覧ください。 

 改定箇所については赤字で記してありますので、御覧いただければと思います。 

 本指針は、国の指針が定められました平成２５年に策定されておりまして、状況の変化に応じ

改正を行ってまいりました。 

 令和６年３月に築上町いじめ防止等対策推進条例を制定したことから、その条例との整合性を

図ることに加えて、国、県の基本指針、それから様々ありますガイドラインもこの間改正がござ

いますので、そのガイドラインとの整合性を図るために基本方針を改定するものでございます。 

 大きな改定といたしましては、条例制定に伴うものでございます。主な改正点が２つありまし

て、１つ目がいじめ防止のための組織ということで、警察とか児童相談所などの関連機関と連携

して、いじめの問題に対して連絡協議を行う機関として、築上町いじめ問題対策連絡協議会を設

置するということと、あと、弁護士、医師等の専門家で組織して、教育委員会の諮問によって、

いじめの対策の調査審議を行う築上町いじめ問題対策専門委員会の設置について規定しておりま

す。 

 それからもう１点、重大事態への対処ということで、いじめによって生命、身体、財産に重大

な被害が生じた疑い、または相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある事態

というのを重大事態と定義しまして、重大事態が発生した場合は、先ほどありました教育委員会

が諮問する築上町いじめ問題専門委員会によって事実関係を明確にするための調査を行うという

ものと、その専門委員会の調査に対して、町長の諮問によって再調査を行う機関として、築上町

いじめ問題調査委員会について規定を定めているものでございます。 

 学校教育課からは以上でございます。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ただいま事務局から議案第３８号について説明がございました。 

 ここで委員の皆様から御質問、そして御意見を受けたいと思います。どなたかございませんで

しょうか。折本委員お願いします。 

○委員（折本 美佐子君）  折本です。私が聞き漏らしたかもしれないんですが、赤字になってい

るところが加えたところでしょうか。 

○学校教育課長（則松 裕司君）  赤字の箇所が変更されている箇所で、加えているものもありま

すし、そもそもの記載を修正している箇所もあります。 

 新旧貸借表があればすごく分かりやすかったんですが、今回は全て改定を溶け込ませたものを

説明資料としてアップしておりますので、少し分かりにくくて申し訳ありませんが、改正したも

のもあれば追加したものもあるし、削除されているところもあります。 

○委員（折本 美佐子君）  分かりました。その上で、タイトルがある１枚目ですよね。１枚目の

ところの一番下から２段目ぐらいですかね。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
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カー等の活用等によるとあるんですけれども、等っていうのが必要なんですよね。赤で等って加

えていると思うんですが。 

○教育長（久保 ひろみ君）  事務局、よろしいですか。 

○学校教育課長（則松 裕司君）  今のところはスクールカウンセラーとスクールソーシャルワー

カーなんですが、まだほかの専門家もありますので、そういったものを広く含むということで、

等ということを付け加えさせていただいております。 

○委員（折本 美佐子君）  私、国語が得意なわけではないんですが、スクールソーシャルワー

カー等の活用等によるっていう、等等というのがどうしても気になるんですが、活用等によるっ

ていう等はなくてもいいかなと思うんですが。必要なのでしょうか。 

○教育長（久保 ひろみ君）  活用だけではないという意味での等がついてあって、そしてその前

段のスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーがありますけど、今のところはこうい

う職種の方なんだけれども、プラスしてスクールサポーターだとか、そういうほかの職種の方も

いらっしゃるということで、等というのを付けているということで、国語上は等々と付くところ

でございますが、そこは最後に、例規集に載せるときに、第一法規に、見てもらうんですかね。

これも見てもらわないんですか。更新ですからね。ちょっと御検討ください。 

○学校教育課長（則松 裕司君）  この方針は、例規集に載せませんので、第一法規の確認はあり

ません。先ほどの折本委員の御指摘については、少し内容を検討しまして、変更する場合は、次

回の教育委員会でお知らせしたいと思います。 

○委員（折本 美佐子君）  ありがとうございます。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ほかにございませんでしょうか。 

 これは条例を制定してということと、それから生徒指導提要等々の改定もありまして、それに

基づいて方針を見直したというところでございます。 

 これは時代の変化等々にも対応させていかなければならないというところでございますので、

この内容で提案をさせていただきたいと思っております。 

 それでは、御質問、御意見がないようですので、議案第３８号について承認することに御異議

ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  異議なしと認めます。議案第３８号築上町いじめ防止基本方針の改

定については承認されました。 

議案第３９号 築上町図書館条例施行規則の全部を改正する規則の制定について 

○教育長（久保 ひろみ君）  続きまして、議案第３９号築上町図書館条例施行規則の全部を改正

する規則の制定についてを議題といたします。 
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 では、事務局から説明をお願いします。 

○生涯学習課参事（脇山 千賀子君）  生涯学習課図書館係の脇山でございます。議案第３９号築

上町図書館条例施行規則の全部改正について、御説明申し上げます。 

 資料はＰＤＦの提案理由を御覧ください。 

 築上町図書館条例の改正に伴い、築上町図書館条例施行規則の全部を改正する必要があり、今

回、この築上町図書館条例施行規則の全部改正を上程、お諮りするものです。 

 続きまして、ＰＤＦ資料、議案第３９号築上町図書館条例施行規則の全部改正のファイルを御

覧ください。 

 今までの規則の内容と大きく違う点は、第７条貸出冊数及び期間の中で、視聴覚資料について、

今までは７日だった貸出期間を利用者の利便性を考え、図書資料と同様１５日間に変更しており

ます。 

 また、図書館移転に伴い、希望する方が２階の集会・視聴覚室、３階のレンタルスペースを有

料にて利用できることから、第１４条に利用許可申請、第１５条利用許可、第１６条利用の取り

下げ、第１７条利用料の減免等の条文を追加しております。 

 また、条文の追加に伴い、様式第６号の築上町図書館施設利用（変更許可申請書）、様式第

７号の築上町図書館施設利用（変更許可書）、及び様式第８号の築上町図書館使用取下げ届の様

式を追加しております。 

 簡単ではございますが、以上で、築上町図書館条例施行規則の全部の改正の説明を終わります。

御審議の程、よろしくお願いいたします。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ただいま、事務局から議案第３９号について説明がございました。

ここで委員の皆様から御質問、御意見を受けたいと思います。どなたかございませんでしょうか。

鱒渕委員お願いします。 

○委員（鱒渕 尚徳君）  鱒渕でございます。すみません、１点確認なんですけど、モノクロのコ

ピー、片面１０円とか、カラーがＡ４、１枚２０円ってあるんですけど、２０円でカラー大丈夫

ですか。原価計算して大丈夫ですか。 

○教育長（久保 ひろみ君）  事務局お願いします。 

○生涯学習課参事（脇山 千賀子君）  この金額につきましては、町の情報開示請求の金額と合わ

せております。 

 以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ということで、原価、ということですね。これの金額でできるんで

すね。 

○生涯学習課参事（脇山 千賀子君）  はい。 
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○教育長（久保 ひろみ君）  ということです。ほかにございませんでしょうか。 

折本委員、お願いします。 

○委員（折本 美佐子君）  折本です。第２条の（１）許可された場所以外で飲食をしないことと

いうのは当然のことだと思います。新しい図書館ではカフェが入ると思いますが、カフェ以外に、

飲食ができる場所はあるんでしょうか。 

○教育長（久保 ひろみ君）  お願いいたします。 

○生涯学習課参事（脇山 千賀子君）  図書館係の脇山でございます。１階のエントランスにテー

ブルと椅子を設置しておりまして、そちらでは、例えばカフェで買ったものも大丈夫ですが、勉

強で長時間いらっしゃる学生さんとかでお弁当等を持ち込んで食事することも可能と考えており

ます。 

○委員（折本 美佐子君）  ありがとうございます。その場合、飲食可能な場所なのか、そうでは

ないのか、利用者が分かるような状況でしょうか。 

○生涯学習課参事（脇山 千賀子君）  そういうサインについては、テーブルに、こちらのテーブ

ルは飲食可能ですというプレートを置こうかなというふうに考えております。 

○委員（折本 美佐子君）  分かりました。よろしくお願いします。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ほかにございませんか。今日またですね、実際この後、図書館のほ

うを見ていただいて、またそこの点でお気づきの点があれば言っていただくし、このようなあく

まで図書館条例の施行規則を全部改正するという規則でございますので、御検討いただきたいと

思います。 

 ほかにございませんでしょうか。それでは御質問、御意見。 

○生涯学習課参事（脇山 千賀子君）  すみません、１点だけ。 

○教育長（久保 ひろみ君）  はい、どうぞ。 

○生涯学習課参事（脇山 千賀子君）  飲食についてなんですけども、食事は１階のエントランス

というふうに考えておりますが、飲み物については、蓋がついていれば館内持ち込みは可能と考

えております。 

○教育長（久保 ひろみ君）  コーヒーとかいろんなもので、こぼれないような、水筒もいいんで

すかね。 

○生涯学習課参事（脇山 千賀子君）  大丈夫です。カフェのオーナーの方にも蓋付きの飲み物を

テイクアウトの場合は提供していただくようにお願いしております。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ほかにございませんか。いいですか。小林委員いいですか。 

 それでは御質問がないようですので、議案第３９号について承認することに御異議ございませ

んでしょうか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  異議なしと認めます。 

 議案第３９号築上町図書館条例施行規則の全部を改正する規則の制定については承認されまし

た。 

議案第４０号 築上町社会教育施設個別施設計画庁内検討委員会設置要綱の制定につい

て 

○教育長（久保 ひろみ君）  続きまして、議案第４０号築上町社会教育施設個別施設計画庁内検

討委員会設置要綱の制定についてを議題とします。 

 では、事務局から説明をお願いします。 

○生涯学習課スポーツ振興係長（野村 仁資君）  生涯学習課スポーツ振興係長の野村です。よろ

しくお願いいたします。 

 議案第４０号のフォルダのＰＤＦファイルを開きください。議案第４０号築上町社会教育施設

個別施設計画庁内検討委員会設置要綱の制定について提案させていただきます。 

 現在、築上町では築上町公共施設等総合管理計画を策定しており、その中で各施設の個別施設

計画等を基づいて作成することを求めております。そのため、今回、教育委員会所管の社会教育

施設、文化施設、スポーツ施設の在り方を検討するため、庁内で検討委員会を設置を考えており

ます。 

 現在では、委員長を副町長、副委員長を教育長、また総務課、企画財政課、まちづくり振興課、

学校教育課、生涯学習課の課長に委員になっていただいて、検討を予定しております。その検討

委員会を設置するために、今回の設置要綱の制定を提案させていただきました。よろしく御審議

のほどお願いいたします。 

 以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ただいま、事務局から議案第４０号について説明がございました。

ここで委員の皆様から御質問、御意見を受けたいと思います。どなたかございませんでしょうか。 

 特にございませんか。これから施設の方針等を検討していく、庁内の検討委員会の設置の要綱

でございますが、いかがでしょうか。どうぞお願いします。 

○委員（折本 美佐子君）  折本です。先ほどの説明では、委員になる方は、副町長、教育長はじ

め各課の課長さんということでしたが、将来、町民から委員を選任する予定はあるんでしょうか。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ちょっと事務局のほう、お願いします。 

○生涯学習課スポーツ振興係長（野村 仁資君）  現時点では、庁内の検討委員会ということで、

庁内の関係者のみの分で予定をしております。また、出来上がった後には、教育委員会のほうに

付託させていただいて、御審議いただくことを考えております。 
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 以上です。 

○委員（折本 美佐子君）  分かりました。ありがとうございます。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ここでは検討して、ここがもう副町長がトップになると思いますの

で、それを町長、それから教育委員会等に答弁のほうを出していきながら御検討いただき、さら

には町民の方々に御理解いただいていくというようなところの流れにはなるかと思っております。 

 それでは、御質問、御意見がないようですので、議案第４０号につきまして承認することに御

異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  異議なしと認めます。議案第４０号築上町社会教育施設個別施設計

画町内検討委員会設置要綱の制定については承認されました。 

議案第４１号 椎田小学校校章デザイン案の選定について 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、続きまして、議案第４１号椎田小学校校章デザイン案の

選定についてを議題とします。 

 では、事務局から説明をお願いします。 

○学校教育課参事（濱田 健太郎君）  学校教育課の濱田でございます。データにつきましては、

議案第４１号のほうにございますので、そちらを御覧ください。 

 椎田小学校校章デザイン案の選定について御説明いたします。 

 今回の委員の皆様の選定に先立ちまして、まず募集の経緯について説明を差し上げます。 

 募集につきましては、７月１日から８月３１日まで、２が月間実施をしていたところでござい

ます。この募集につきましては、ホームページでの周知、学校への周知、今回につきましては、

いわゆる一般の公募サイトのほうにも掲載をお願いして募集を行っております。 

 そして、この募集の結果、全１５４点応募がございました。応募者の層といたしましては、町

内の小学生が多くありましたが、先ほど申し上げました公募サイトの掲載した関係もございまし

て、町外からも５４点御応募があっております。 

 先日の１０月１５日に総務部会を開催いたしまして、この１５４点から３点に絞る話合いを行

っております。部会員の皆様には、これまでの校名の募集等と同様に、事前に各５点を選出して

いただき、この事前選定結果を基に協議を行っております。 

 委員の皆様から事前に５点選んでいただいたものを全て挙げた一覧のものが、本日お手元にお

配りしているものですし、データのほうにも校章選定一覧として挙げております。こちらが、事

前で委員の皆様から選んでいただいたものです。 

 そして、この中から絞る話合いを行ったんですけれど、経緯を簡単に説明いたしますと、まず

椎田小の校章であるということから、未来共創学園とか、未来とか共創というものがメインに上
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がっている校章のデザインは除外しております。 

 また、募集はデザインに合わせて理由も書いていただいておりますが、中には統合が実際に

４校から統合するんですけれど、５校の統合と誤解されてデザインされた方もいらっしゃいまし

たので、そういったものに関しましても除外しながら話合いを行っております。 

 委員の皆様から出たものは、漢字とか英語とかいろいろ表記がありますけれど、その表記に関

しましては、デザインされた方のものを尊重しようというところも含めて、様々な意見が出され

ました。 

 多数ございましたので、やはり投票という形を取らざるを得なかったので、１回の協議や投票

を経て絞られたものが、番号でお伝えいたします。手書きのもので３３番、１０８番、１１１番、

１２１番、１３２番、１５１番ですね。こちらのほうにまず絞られました。 

 この絞られる中でまた御意見をいろいろいただいたんですが、また最終的にもう一度投票等も

行いまして、本日別紙で御提案いたしておりますこの３点のほうに、最終的に選ばれているとい

う流れでございます。 

 そして、この応募の中から今日は最終的にまた１点選んでいただくことになりますが、申し添

えがございます。今回１番が手書きのものが入っておりますが、この手書きのものに関しまして

も選定後は業者のほうに依頼をいたしますので、２番、３番のようなきれいな形に成形されると

いうことを加味して、また御意見、御協議をいただければと思っております。 

 これまでいろいろ選定していただきましたが、これが最後の選定になるかと思いますので、ま

た御意見いただきながら皆様で御協議いただき、最終の１点に絞っていただきたいと思っており

ます。 

 説明は以上でございます。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ただいま事務局から議案第４１号について説明がございました。 

 ここで、委員の皆様から御質問を受けたいと思います。どなたかございませんでしょうか。は

い、鱒渕委員、お願いします。 

○委員（鱒渕 尚德君）  鱒渕でございます。多分このたくさんある中で３つに絞るだけでも、す

ごい作業だったんで、すごくいいデザインがいっぱいあってですね、大変な作業だったんじゃな

いかなと思います。 

 挙がってきた３つも全ていいなと思っているんですけど、ちょっと１個確認させてもらいたい

のが、１５１番の未来共創学園っていう文言が入っている、これは大丈夫なのか。それとも、何

かほかの学校にも入っていないので、そこがちょっと気になるんですけど、そこはどういう感じ

ですか。 

○教育長（久保 ひろみ君）  事務局、お願いします。 
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○学校教育課参事（濱田 健太郎君）  学校教育課の濱田でございます。中に書かれている表記の

ことがやはり話題にも上がったんですが、例えば１番であれば椎田となって椎田小とはなってな

かったりだとか、あと例えば２番のほうはエレメンタリースクールという表記ですが、英語とし

ての表記がエレメンタリーでいいのかとかいうところもあったりとか、文字の中身についてはま

た正式に校章になるというところで、多少の変更は生じる可能性がございます。 

 募集の段階におきましても、デザインを変更することはあるということは伝えておりますので、

今後長く使っていくものですので、そういった表記については、また選定後に事務局で変更する

可能性もあるということで、御承知いただければと思います。 

○指導主事（宮内 智久）  付け加えます。未来共創学園というのは、それのみを表記したものに

ついては削除したということなんです。だから、例えば１５１番の上のほうにありますが、これ

はいいわけですね。椎田小学校という表記があるかどうかということで選ばれたということでし

たので。 

 また、あと英語表記とかですね、それから決まりましたらデザイナーに頼んで、また修正等を

加えて、白黒とカラーはどうなのかとかいう御質問もありましたので、そういうところはまた見

合ったいいものにしていきたいなと思っているところでございます。 

 以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、ほかに御質問ございませんか。よろしいですかね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、御質問、御意見がないようですので、採決を行いたいと

思います。 

 お諮りします。採決については、会議規則第８条第２項のただし書の規定に基づきまして、無

記名の投票により採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  異議なしと認めます。採決については、無記名の投票により採決を

行うことが決定しました。 

 それでは、投票用紙を配付してください。 

〔投票用紙配付〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  なお、投票の結果、多数候補者が同数の場合は、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１４条第４項に基づき、教育長が決定をさせていただきます。よろし

いですか。 

 今配付をしていただきました投票用紙に、椎田小学校校章のデザイン候補としてふさわしいと

思うものを１つ選んで、その番号を丸囲みしていただきたいと思います。 
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 記入はお済みでしょうか。大丈夫ですか。それでは、投票用紙を回収してください。 

〔投票用紙回収・開票〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、投票の結果を発表します。 

 １番がゼロ、２番がゼロ、３番が３票となっております。したがって、議案第４１号椎田小学

校校章デザイン案について、デザイン案は３に決定いたしました。よろしいですかね。はい。 

 以上で、議事は終了いたします。いいかね。 

○学校教育課参事（濱田 健太郎君）  すいません、よろしいでしょうか。 

○教育長（久保 ひろみ君）  はい、どうぞ。 

○学校教育課参事（濱田 健太郎君）  御審議ありがとうございました。今３番というところでい

ただきましたので、こちらを基に業者に依頼しながら準備を進めたいと思いますが、先ほども申

し上げましたように、デザイン案の多少の修正は可ということでお伝えしていますが、委員の皆

様からここは少し修正したほうがよいのではないかというところがございましたら、御意見いた

だきたいんですが、現在のところそういったことはございませんでしょうか。 

○教育長（久保 ひろみ君）  何か注文とかがあれば、どうぞ。折本委員、お願いします。 

○委員（折本 美佐子君）  折本です。３番になったんですけど、デザイン上部の未来共創学園と

いうのが、例えば刺繍で制服の胸のあたりにつけるとなった場合、どれぐらい漢字が表現できる

のかな。そういう専門じゃないから分からないですけど、ふとそういうことも考えました。 

 あと色については、さっき事務局のほうがおっしゃっていたので、業者のほうがしてくださる

だろうと思います。 

 以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  よろしいでしょうか。それでは、このデザイン案で校章のほうを決

定したいと思っております。 

（６）連絡事項 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、次は連絡事項です。事務局からお願いします。 

○学校教育課長（則松 裕司君）  学校教育課、則松ございます。連絡事項大きく３点ございます。 

 １点目は、次第に掲載しております、これも前々回からずっとお知らせしておりますが、県市

町村教育委員会教育委員研修会でございます。こちら、前日とその午前に社会教育のほうの研修

会もありますので、そのまま引き続き御参加いただければと思います。両日とも学校教育課のほ

うで、公用車で皆さんと一緒に参加したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ２点目が、この後、委員協議会を開催しますので、引き続きよろしくお願いします。 

 ３点目が、次回の教育委員会でございます。日程の調整に御協力いただきありがとうございま

した。次回の教育委員会は、１１月２０日、１時から、またこの会場で開催したいと思います。
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よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

報告２ 福岡県教職員組合築上豊前支部からの申し入れについて【非公開】 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、これで令和７年１０月の定例会を閉会いたします。 

午前１０時３９分閉会 

────────────────────────────── 


